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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月7日(2011.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　患者の疼痛を治療するシステムであって：
　　最大約1,500 Hzの第1周波数範囲内の周波数の第1電気信号を指示し、且つ約2,500 Hz
から約100,000 Hzの第2周波数範囲内の周波数の第2電気信号を発生するための命令を有す
るコントローラー、
　　前記第１の電気信号を受信するように前記コントローラーに電気的に結合されていて
、患者の脊髄領域の第１の標的部位に近接して位置されるように構成された第１電気信号
配送デバイス、及び
　　前記第２の電気信号を受信するように前記コントローラーに電気的に結合されていて
、且つ患者の脊髄領域の第２の標的部位に近接して位置されるように構成された第２電気
信号配送デバイス、を備える、
　患者の疼痛を治療するシステム。
【請求項２】
　前記コントローラーが、前記第１電気信号及び前記第２電気信号を発生するための指令
でプログラムされたパルス発生器を含むことを特徴とする、請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記指令が、ソフトウェア指令であることを特徴とする、請求項１又は２記載のシステ
ム。
【請求項４】
　前記第1および第2電気信号配送デバイスの少なくとも一つが、カテーテル配送型電極を
含むことを特徴とする、請求項１乃至３のいずれか１項記載のシステム。
【請求項５】
　前記コントローラーが、約3,000 Hzから約10,000 Hzの範囲の周波数に第2電気信号を規
定するための指令を有することを特徴とする、請求項１乃至４のいずれか１項記載のシス
テム。
【請求項６】
　前記コントローラーが、第1周波数および第1振幅において第2電気信号を規定するため
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の指令を有し、該コントローラーは：
　該第2信号の周波数を、第1周波数から、該第1周波数よりも少ない第2周波数に下げるこ
と；または、
　該第2信号の振幅を、第1振幅から、該第1振幅よりも小さい第2振幅に下げること；また
は、
　該第2信号の周波数を、第1周波数から第2周波数へ、該第2信号の振幅を、第1振幅から
第2振幅へ両方とも下げること、
　を求める指令をさらに含むことを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか１項記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記コントローラーが：
　約2,500 Hzから約20,000 Hzの第1周波数、および、約2 mAから約10 mAの第1振幅におい
て第2電気信号を規定すること；および、
　該第2信号の振幅を、第1振幅から、同様に約2 mAから約10 mAの第2振幅に下げること、
　を求める指令を有することを特徴とする、請求項６のシステム。
【請求項８】
　前記コントローラーが：
　約30,000 Hzから約50,000 Hzの第1周波数、および、約15 mAから約20 mAの第1振幅にお
いて第2信号を印加して、前記第1電気信号の印加から生じる患者の不快を少なくとも部分
的に阻止するブロックを確立すること；および、
　該ブロックを確立した後、該周波数を、約3,000 Hzから約10,000 Hzの周波数に下げる
こと、
　を求める指令を有することを特徴とする、請求項６のシステム。
【請求項９】
　前記コントローラーが、前記第2電気信号の振幅を、前記第1振幅から、該第1振幅の約
半分である第2振幅に下げることを求める指令を有することを特徴とする、請求項６乃至
８のいずれか１項のシステム。
【請求項１０】
　前記コントローラーが、前記第1電気信号の印加前に、前記第2電気信号を印加すること
を求める指令を有することを特徴とする、請求項６乃至９のいずれか１項記載のシステム
。
【請求項１１】
　前記コントローラーが、前記第1電気信号の印加後に、前記第2電気信号を印加すること
を求める指令を有することを特徴とする、請求項６乃至９のいずれか１項記載のシステム
。
【請求項１２】
　前記第1および第2信号配送デバイスが、埋設可能基板によって担持されることを特徴と
する、請求項６乃至１１のいずれか１項記載のシステム。
【請求項１３】
　前記コントローラーが、非変調で連続的な第２電気信号を発生するための指令を有する
ことを特徴とする、請求項１乃至１２のいずれか１項記載のシステム。
【請求項１４】
　　患者の疼痛を治療するシステムであって：
　　約2,500 Hzから約100,000 Hzの周波数範囲内の周波数に電気信号を規定するための指
令を有するコントローラーを含む埋設可能なパルス発生器、及び
　　前記埋設可能なパルス発生器のコントローラーに電気的に接続されていて、第１電気
信号を受信し、患者の脊髄にある患者の硬膜内の背側に位置する神経組織に選択的に影響
するように患者の脊髄領域に電気信号を供給する電気信号配送デバイス、を備え、運動制
御刺激の送信を減少または除去しないで、患者の体の一つ以上の選択された領域と関係す
る知覚信号を少なくとも部分的に禁止する、
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　患者の疼痛を治療するシステム。
【請求項１５】
　前記コントローラーが、約3,000 Hzから約10,000 Hzの範囲の或る周波数に第2電気信号
を規定するための指令を有することを特徴とする、請求項１４記載のシステム。
【請求項１６】
　前記コントローラーが、約2,500 Hzから約20,000 Hzの範囲の或る周波数に第2電気信号
を規定するための指令を有することを特徴とする、請求項１４記載のシステム。
【請求項１７】
　前記コントローラーが、約2mAから約10mAの範囲の或る振幅に電気信号を規定するため
の指令を有することを特徴とする、請求項１４乃至１６のいずれか１項記載のシステム。
【請求項１８】
　前記電気信号配送デバイスが、硬膜外の位置に位置されるように構成されることを特徴
とする、請求項１４乃至１７のいずれか１項記載のシステム。
【請求項１９】
　前記コントローラーが、５０パーセント以下の稼働サイクルに電気信号を規定するため
の指令を有することを特徴とする、請求項１４乃至１８のいずれか１項記載のシステム。
【請求項２０】
　前記コントローラーが、数秒乃至数時間の期間に、電気信号を規定するための指令を有
することを特徴とする、請求項１４乃至１９のいずれか１項記載のシステム。
【請求項２１】
　前記電気信号配送デバイスが、単一の軸に沿って位置される電極を含む、請求項１４乃
至２０のいずれか１項記載のシステム。
【請求項２２】
　前記電気信号配送デバイスが、アレイ状に配置された電極を含む、請求項１４乃至２１
のいずれか１項記載のシステム。
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